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経  過 

(1)通常の学級の取組について 

【５月】 

・やり終えられなかったり，やる気がなかったりして宿題の提出ができ

ていなかった。ポイントカードを使って励まし褒める機会を増やした。

マスを大きくして練習の分量を少なくしたら，提出できる回数が増え

た。 

・国語の新しい単元に入った時に，担任が全文を読むのを聞くことによ

って理解ができる。内容全体のイメージができた。振り仮名は小さい

字が書けないので，はみ出して読みにくい状態である。 

【９月】 

・修学旅行の自主研修の計画を立てる際の調べ学習で，ローマ字入力を

行った。ローマ字表を自分で見て入力していたが，遅いため友達に手

伝ってもらうことが多かった。 

・まとめ学習の時は，グループの友達が書く分量を少なく設定する配慮

を自然としてくれて楽しく参加できた。 

(2)通級指導教室での取組 

【５月】 

・聞いて理解することができるので，振り仮

名を確認しながら一緒に文章を読み，分か

らない言葉を動作化したり視覚化したり

して理解させたところ，読むことに意欲を見せた。 

【９月】 

・タブレットを使用し，検索をしながら漢字プリント

をすべて自力で仕上げることに意欲を見せた。また

絵文字ローマ字カードを並べて５０音に使うローマ字を確認したと

ころ，覚えることができた。 

・ローマ字のキーボード練習に，意欲的に取り組み始めた。 

成 

果 

と 

ま 

と 

め 

指導目標

について 

(1)について 

・ポイントカードで励ましながら宿題の提出を促したり分量の調節をし

て書かせたりしたことで，意欲を持って取り組むことができるように

なった。自信がつき，今では板書をすべて写すことができている。 

・友達の配慮もあり，グループ活動でも自分の分担に責任を持っている。

このような活動の中で委員会の委員長を引き受け，司会など意欲的に

するようになってきた。 

(2)について 

・漢字プリントを自力でやることに喜びや達成感を感じるようになり，

積極的に学習に取り組むようになった。学習の仕方が分かり，こうし

たらできるという見通しを持つことが，大きな効果を発揮した。 

・ローマ字入力も自分から取り組みたいと希望するようになった。共に

学ぶ教育の取組が始まったころは逐次読みだったが，振り仮名が振っ

てあれば読めるし，内容の理解も確実にできるようになった。 

自力で漢字プリントを仕

上げる（タブレット検索）
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その他 

・児童が１年生の時から相談を重ねている。保護者は児童の良い面，苦手

な面をよく理解して，焦らずに長い目で見守ってくれている。 

・６年間個別指導を続けてきた。「こうすれば解決できる」という見通し

が持てれば，意欲を持って自力で学習できることが分かった。中学校の

通級指導教室と連携して「自力で解決できる学習の方法」を知るために

個別指導を受ける必要性があることを，保護者と本人自身に伝え指導を

引き継いでいきたい。 

今後の 

課題 

・他の通級児童も含め中学校進学に向けて合理的配慮の必要性，自立活動

での個別指導の必要性など中学校との引き継ぎを綿密に行っていくこ

とが必要である。保護者や本人が安心して中学校入学を迎えられるよう

な引き継ぎの方法を探る。 

・引き継ぎに際しての資料として個別の支援計画，個別の指導計画，合理

的配慮シートの活用を効果的に行いたい。 

 

６ 「共に学ぶ教育推進モデル事業」について 

(1) 交流及び共同学習の充実について 

児童が互いを理解して共に支え合って生きていくことの大切さを学んでいくため

に，通級指導教室と通常の学級との連携は不可欠である。通常の学級との連携のツー

ルとして「支援記録シート」は有効であった。実態把握の基礎になる資料となった。 

(2) 個々の教育的ニーズの把握と指導の充実について 

・合意形成と合理的配慮の決定までの取組について 

   初めに教育的配慮の必要性について担任が「支援記録シート」に記入する。次に「合

理的配慮シート」に課題と強みを記入してそれを軽減するための配慮事項を具体的に

書き込む。そして保護者と話し合いを持って継続した支援が必要かどうか検討し，合

意が得られれば，個別の教育支援計画№２に記入し中学校に引き継ぐようにした。  

・専門家チームの指導助言について 

ＬＤのある児童に読みや書き取りの指導をやりすぎてしまうことがあったが，無

理させず代替え手段を示してあげることも有効であること，また実態把握や特性の

理解が的を射ていたかなどについて助言を頂き，多くを学ぶことができた。 

・個別の教育支援計画，個別の指導計画の作成について 

エリア指定の担当者とシートに必要な内容を再検討した。個別の指導計画は本当

に必要なものだけを残してシンプルな形にし，活用しやすいものとした。また，個

別の指導計画作成までの流れを作成し，先生方に示した。 

(3) 校内体制のシステム化について 

・指導体制の変化について 

   事業の中で専門家による発達障害の研修を行い，ニーズに応じた支援が必要である

ことを共通理解し，役割を決めてすぐに対応できるような体制を作ることができた。 

・特別支援教育を推進する校内体制について 

   基礎的環境整備の一つとしてユニバーサルデザインの授業づくりを行うため，校

内研究のテーマにして授業研究を行い，共に学ぶ環境作りに取り組んだ。 
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第 12 部【宮城県東松島高等学校の実践】 

 

１ 現在の特別支援教育の体制 

  特別な支援や配慮を要する生徒に組織的，系統的に対応できるよう平成２７年度以降

随時，校内体制の整備を進めている。発達障害に限らず支援を要する生徒が多く在籍し

ているため，教育相談を担当する保健厚生部の中に特別支援教育コーディネーターを配

置して生徒の実態把握に努めている。主幹教諭と保健厚生部教諭１名が「対策担当」に

位置づけられて必要な支援の具体策の検討に当たり，管理職の指導のもと学校全体で支

援が行われている。 

 

２ 平成２９年度の特別支援教育委員会の取組と成果 

(1) 取組 

① 中学校訪問（３月・４月） 

 特に把握しておきたい事情がある生徒については，中学校３年時の担任や学年主

任が異動する前に中学校訪問を実施している。 

② 「新入生相談シート」（保護者対象アンケート）に基づく面談 

保護者の「困り感」や配慮希望事項を把握するため，入学前に保護者全員にシー

トの記入を依頼している。希望により教員との面談を実施している。 

③ 生徒情報共有会議 

 新入生については中学校訪問と保護者面談の結果を，在校生については旧担任か

らの引き継ぎ事項を，入学式，始業式で生徒と対面する前に新たに着任した教職員

を含めた全教職員が共有している。  

④ 生徒情報共有シート 

 校内ネットワーク上に下に示すようなシートを作成，学習支援に関する情報を共

有して指導に生かしている。シートに書き込まれることが多い生徒についてはケー

ス会議を開いて対応することとしている。 

生徒情報共有シート（例） 

 

 

主要な 

気になること 

主提起者 

 

現  状 

 

工夫していることや 

困っていること 

１ 

 

 

多動・衝動 

 

 

   阿部 

 

 

落ち着きがない。読む

ことや書くことを避

けようとする。 

発問と応答の繰り返しで授業に

集中させる。みんなの前で褒める

と積極的に授業に参加する。 

・ シートには生徒の氏名等を表記せず，シートに付された番号を別のデータと照合

することで個人を識別する方式をとり，情報管理に注意を払っている。 

・「主要な気になること」は，県教育委員会が実施する「特別な教育的支援を必要

とする生徒調査（気になる生徒調査）」の過程で規定の水準を超えて強く見受け

られた特性。 

・「主提起者」は同調査の過程で気になる特性の度合いを最も高く評価した教員。 

⑤ 記録の共有と引き継ぎ 

 職員室の一角に鍵付きのロッカーを設置し，中学校訪問の記録や「新入生相談シ

ート」，「保健調査票」のまとめ，個別面談の記録等を保管して適宜閲覧できるよ

うにしている。特に必要な生徒については個人ごとのファイルを作成，保護者面談

の記録や家庭の状況，外部機関との連携の状況等を記録した資料を綴じ込んでいる。

これらの資料はリアルタイムに指導に活かすとともに，記録を次年度に引き継ぐ機

能も有している。 
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⑥ 外部機関との連携の拡充   

地域の小中学校とともに「要保護児童対策地域協議会」に参加，児童相談所等の

行政機関との連携を図る体制の整備に取り組んでいる。平成２９年度は若年層を支

援するＮＰＯ法人「石巻ＮＯＴＥ」のスタッフの定期的な来校を依頼，就労支援の

さらなる拡充を図った。 

⑦ 「自己表現」の指導実践の共有 

自己理解を深め，自己を表現する力を身に付けることで適切なコミュニケーショ

ンをとることができるようになることを目標とした学校設定教科・科目「自己表現」

について，学習内容のさらなる充実を図るべく，担当する各教科の教員による指導

実践の記録を校内ネットワーク上で共有できるようにした。 

平成２９年度「自己表現」の学習内容（例） 

芸術（音楽） 

 

歌唱，器楽及び創作の活動を通して，自分の描いたイメージや感情を

音として表現する。 

国語 

 

 

ＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）の手法を取り入れながら，

音声言語による会話や，ＳＮＳを使ったコミュニケーションのよりよい

在り方について実践的に学ぶ。 

地歴・公民 

 

漫画作品を題材として紙上ディベートを重ねることで，対立と合意，

効率と公正を実践しながら自己表現の在り方を学ぶ。 

(2) 成果 

９月の専門家チーム来校（第１回）においては「自己表現」の授業参観を実施する

とともに現在の本校の取組を報告，専門的見地からの助言を得ることができた。ここ

で得た助言を踏まえて特別支援教育委員会で取組の改善について検討することができ

た。１１月の第２回来校では特別支援教育委員会で検討されたことに基づいて，改善

に必要な知見を得るべく１２月に計画されている校内研修会の内容を綿密に協議，第

３回来校に当たる校内研修会では県高等学校長協会管理運営研究委員会及び近隣の高

校の先生方も参加する中で，専門家チームの先生方全員から講義をいただき，高校で

の特別支援教育に関する見識を深めることができた。 

 

３ 今後の高等学校における特別支援教育の推進に向けて 

(1) 東松島高校より 

適切な支援の手立てを探るためには専門家による見立てを受ける機会が不可欠であ

るが，本人や保護者に気付きがない場合，その機会を得るまでには相当の時間と労力

を要することになる。校内の取組を組織的，継続的に発展させていくことに加えて「必

要だが，学校が対応できないこと」は外部との連携によって補完する体制を整備して

いくことが今後の課題である。 

(2) 専門家チームより 

特別支援の「特別」は生徒が特別ということではなく，教育課程や教材，方法が特

別であることを意味する。東松島高校では，開校当初から生徒の良さを引き出すため

に「自己表現」を教育課程上に設定していること，担任を「Ｓｔｕｄｅｎｔ Ａｄｖ

ｉｓｅｒ」としていることなど，生徒の特性に応じた，また，個に応じた指導が継続

的に行われている。支援や配慮が必要な生徒への対応については情報を教職員全体で

共有する仕組みが作られており，このことは様々な場面でチームによる 「適切な指導

と必要な支援」が実践されることを支えている。さらに，学校にない支援のノウハウ

を持った外部機関との連携を進めていることも大いに評価できる取組である。 
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Ⅶ 本事業の成果と課題 
１ 成果の概要 

各モデル校での実践を概観すると，専門家チームから対象児童生徒の実態把握，合理的配慮の提

供に向けた保護者との合意形成，教職員の研修・専門性の向上に関わる支援を受けたモデル校が複

数見られた。 

また，専門家やモデル校の教員に，それぞれが担当した実践について効果があったと思われるも

のについて，下表の評価の観点一覧から選択してもらった。結果７８名からの回答があり，４０名

以上の関係者が「効果あり」と選択した観点に選択者数を記載した。 

 

             表 専門家による評価の観点一覧と評価結果     （回答 ７８名） 

 

それぞれのモデル校は実践内容が違い，モデル校ごとに回答者数も違うことなどから，一概に考

察することはできない。しかし，この結果は先に述べた各モデル校の実践の概観と一致する部分が

多い。これらのことから，成果の概要について以下のように捉えた。 

 

専門家が対象の児童生徒の実態把握や合理的配慮に関わることで，個別の指導計画や個別の教

育支援計画が充実し，活用された。それによって，個に応じた指導や多様な学びの場が設定され

教育活動が充実し，対象児童生徒の変容，成長が見られた。 

また，専門家が研修に関わることで，教職員の特別支援教育や共に学ぶ教育に関する知識の向

上，認識の深化を促進した。 

評 価 の 観 点 
効果 
あり 

対象児童生徒の変容，成長がみられた。 ６３ 

周囲の児童生徒の変容，成長がみられた。 ４７ 

合
理
的
配
慮

と
の
関
連
で

児童生徒の的確な実態把握ができた。 ５９ 

合理的配慮が適切に提供できた。 ４９ 

保護者との連携がスムーズにできた。  

基
礎
的
環
境
整
備
と
の
関
連
で 

関係機関との連携がスムーズにできた。  

就学や転出入，進学などの移行がスムーズで，連続性のある多様な学びの場を提供でき

た。 

 

研修等によって教員の特別支援教育に関する専門性を高めることができた。 ５０ 

特別支援教育の推進に向けて校内組織を充実させることができた。  

個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成，活用（ＰＤＣＡ）できた。 ４７ 

効果的に教材教具を確保，活用できた。  

施設・設備の整備に進展が見られた。  

専門性のある教員や支援員等の人的配置が充実した。  

個に応じた指導や多様な学びの場の設定等，教育活動を充実させることができた。 ５４ 

交流及び共同学習を推進できた。  
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また，成果の概要から専門家チームの効果的な活用を以下のような図にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 専門家の効果的な活用モデル図 

以下，重点施策に従って，成果が認められたモデル校の取組をまとめる。 

 

２ 重点テーマ「個々の教育的ニーズの把握と指導の充実」に関する成果  

(1) 実態把握への専門家チームの関わりによる指導の充実 

３年間に渡り継続的に大学教授や臨床心理士，特別支援教育コーディネーター，指導主事など，

経験と専門的な知識がある複数の専門家が一堂に集まり，対象児童生徒の実態把握と解釈，それ

による指導目標と指導方法の設定，評価について指導助言を行った。そのことにより，担任が悩

みや不安を一人で抱え込むことなく，明確な方針と自信を持って指導に当たることができた。う

まくいかない場合も，次回の専門家チームの訪問時に指導助言を受け改善することで，意欲的な

姿勢を維持することができた。 

対象児童生徒は適切な指導を受けることで，共に学ぶ姿に変容，成長が見られた。 

 

(2) 合意形成と合理的配慮提供への専門家の関わりによる保護者との信頼関係の構築 

対象児童生徒の実態，教育的ニーズを把握するためには，保護者との話し合いが不可欠である。

その中で本人，保護者から意思表明があった場合，内容を検討し合意形成されたものが合理的配

慮となる。通常は担任を中心に学校と保護者で話し合われるものであるが，そこに専門的な見識

のある専門家が入ることで，多角的な視点から話し合いが行われた。結果，学校と本人，保護者

のより強い信頼関係が築かれ，適切な合理的配慮が提供されることで，対象児童生徒へ効果的な

指導が行われた。 

専門家 

専門家

専
門
家 
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(3) ユニバーサルデザインによる授業づくりと合理的配慮の整理 

対象児童生徒への配慮の全てを合理的配慮に位置付けることは適切ではない。配慮の整理とい

う視点から，ユニバーサルデザインによる授業づくりにつなげる実践が行われた。 

例えば，次のような整理である。元々は個に対する配慮として考えたものを，全体への配慮と

個への配慮に分け，全体への配慮はユニバーサルデザインによる授業づくりへの要素の一つとし

た。また，個への配慮の一部は合理的配慮の参考とした。 

 

表 「対象児童生徒に対する配慮の整理（一例）」 

ある児童生徒の課題と強み 配慮の内容 整理の結果

・ 学習準備が整わない。 
・ 指示されたことを忘れる。 

・ 学級の学習ルール（各教科での準備物，

発言する際の約束）を明確にし，守っ

ていたらその行動を認める。 
・ 活動はスモールステップで進める。 

全体への配

慮 

・ 宿題に一人で取り組むことができない。

・ 自分の発想で絵や文を書くことが好き。

・ 実態に合う復習プリントを宿題とする。 
・ 自力でできるところまででよい。 

個への配慮 

・ 一斉指導での指示理解が困難。 
・ 視覚優位 

・ 口頭での指示と同時に文字でも分かり

やすく示す。 
・ 道具を用いる活動の際には，具体物を

提示して説明する。 

全体への配

慮 

・ 一斉指導で挙手・発言する機会が少な

い。 
・ グループやペアでの活動を取り入れ，

小集団での発表の場や児童同士のコミ

ュニケーションの場を確保する。 

全体への配

慮 

・ 集中して話を聞くこと物の管理が苦手。 ・ 通級による指導での指導 個への配慮 

 

 ３ 重点テーマ「交流及び共同学習の充実」に関する成果 

(1) 授業検討の工夫による教員の理解の深まり 

授業検討を繰り返し行うことで，特別支援学級と交流学級の担任の連携がスムーズになり，授

業場面に限らず普段からの取組が充実した。授業検討では，特別支援学級の児童生徒の得意なこ

とを生かした授業づくりが大切であることが確認された。一方，対象児童生徒が特別支援学級で

練習や準備を行い，自信を持って交流学級での授業に臨む実践も行われ，効果が確認できた。 

また，保護者と話し合いを持ち，意向を考慮した授業づくりが行われた。更にそれを教員間で

検討し，授業が実践された。保護者との連携，他の教員の理解啓発が促進された。 

 

(2) 通常の学級からの交流による児童生徒の関わり方の変容 

例えばあるモデル校の対象児童生徒は，始めは交流学級の活動への参加が困難だった。学級担

任の協力を得て，交流学級の児童生徒数名が特別支援学級に来て，朝の活動で共に一緒に遊ぶこ

とから始めた。子供同士の関係が自然にでき，最終的に対象児童生徒は，交流学級の児童生徒か

らの誘いで，交流学級の活動に参加できた。交流学級の児童生徒も自然な形で対象児童生徒と関

わるようになった。 

他にも，定期的にアンケートを行うことで自己評価を促すなど，通常の学級の児童生徒に対す

る理解啓発を，本事業のねらいに設定した取組があった。障害のない子供への指導も充実した。 
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(3) 話し合い活動による児童生徒の関わり方の変容 

 集団での授業の中に，グループによる話し合いや，移動をしながらの自由な話し合い，教え合

いの場面を設けた。対象の児童生徒もグループや集団の中に入り，同じ課題で学習に取り組んだ。

対象児童生徒がグループの中で積極的に意見を述べるようになったり，困っている対象児童生徒

に対して周囲の児童生徒が援助をしたりする場面が見られた。また，対象児童生徒の担任はティ

ーム・ティーチングで授業の指導に当たり，必要な場面で支援を行った。 

児童生徒同士のごく自然な動きがあり，最終的にその関係性を生かして，学習の課題を解決す

ることができた。 

  

４ 重点テーマ「校内体制のシステム化及び事業の普及と啓発」に関する成果 

(1) 交流及び共同学習の充実による教員の連携強化 

前にも述べたとおり，交流及び共同学習の実践に当たり，特別支援学級と交流学級の担任が協

働して授業づくりや実際の指導，評価，授業検討を行った。そこでは，特別支援学級の児童生徒

が交流学級に入り，一緒に活動してくるという典型的な方法だけでなく，逆交流や話し合い活動

など，対象児童生徒だけでなく全ての児童生徒の目標に沿った指導内容・方法について検討され

た。それが学年や全校という集団で実践される事例もあった。 

多様な規模，形態のティーム・ティーチングで授業実践することで，教員間の連携が円滑にな

り，特別支援教育に関する理解が広がった。 

 

(2) 全員参加の校内研修による教員の理解の深まり 

 比較的規模の小さい幾つかのモデル校では，専門家チームを活用して，全教員参加の研修会，

対象児童生徒のケース会，授業検討会を複数回実施した。集まりやすい，対象児童生徒の様子に

ついて全ての教員が知っている，意見を言いやすいなどの利点を生かしたものである。また，校

内研修を地域，近隣の学校に開放した学校もあった。 

 特別支援教育に理解のある教員を増やしていくことは，共に学ぶ教育を推進するための基盤と

なる。校内研修で特別支援教育に関する内容を複数回実施することは，実際には時間的に難しい

現状がある。しかし，モデル校では，本事業の指定を受けたことを生かし，特別支援教育に関す

る校内研修を繰り返し，近隣の小中学校ににも参加を呼びかけることで，教員の理解を広げ深め

ることができた。 

  

(3) 複数の学校での取組による普及と啓発 

 地域に共に学ぶ教育の効果と必要性を発信するために，エリア指定のモデル校では，それぞれ

授業公開を行った。１００名を超える参加者があった授業公開もあり，エリア指定３校で３００

名を超える参加者がであった。この地域の特別支援教育に関する関心と理解の高さの表れと捉え

る。 

他のモデル校でも，近隣小中学校への授業公開，地域の研究会での実践発表等が行われた。 

また，共通様式の個別の教育支援計画等を作成したモデル校があった。引き継ぎにも使用でき

るものである。今後，地域の小・中学校，高等学校で同じ様式を使用することで，理解の深まり
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とスムーズな移行，連携が期待できる。 

 

５ 課題 

(1) 合理的配慮や個別の教育支援計画の理解啓発 

モデル校やモデル地域においては，実態把握や合理的配慮，個別の教育支援計画等の作成，活

用の効果について一定の理解を得たものの，他校や他地域への広がりといった点については十分

とは言えない。今後も，これまでと同様にモデル校での実践を充実させ，それを校内，他校，地

域へと広く発信していく取組を継続していく必要がある。 

 

(2) 通常の学級への拡大 

 モデル校での実践によって，対象児童生徒だけでなく周囲の児童生徒の変容も見られた。そして，

共に学ぶ教育は，障害の有無に関わらず全ての児童生徒，全ての教員の理解と実践によって可能に

なることが，再認識された。そこで必要なのは，障害のある児童生徒からの検証のみではなく，通

常の学級からの検証である。この検証では，個が生きる授業づくり，学級づくり（ユニバーサルデ

ザイン）が，一つの視点になる。通常の学級を中心とした取組が必要である。 

 

(3) 幼・小・中・高の一貫した切れ目のない支援体制の構築 

モデル校は地域ごとに一校種の指定であったため，就学前と進学先，進路先との連携に関する取

組は一部にとどまった。対象児童生徒がモデル校に在籍している間は適切な指導を受けられていた

が，進学先ではそのような指導が受けられないとなれば残念なことであり，場合によっては対象児

童生徒の状態が悪化することも予想される。 

地域全体，より多くの教員に共に学ぶ教育を普及・啓発していくためにも，幼・小・中・高の一

貫した切れ目ない支援体制の構築は必須である。市町村教育委員会と連携しながらの取組を進めて

いきたい。 

 

(4) 高等学校の通級による指導の充実 

高等学校における共に学ぶ教育の実践は始まったばかりである。そのような中で,高等学校でも

通級による指導が始まる。高等学校で自立活動の指導を行うという初めての取組であり，高等学校

の教員の理解と実践力を高めていくことが必要である。高等学校にも，特別支援教育の必要性を認

識し研修を積んでいる教員が少なからずもいる。 

高等学校の通級による指導実践の援助を行い，実践例を蓄積し,普及啓発を図る取組が必要であ

る。 

 

(5) 必要かつ継続可能な実施方法の検討 

本事業では，主にモデル校の指定と専門家チームの派遣，実践事例を蓄積と分析，成果の周知を

行っている。最終的には，本事業の目的を達成するための必要かつ継続可能な方法を明らかにしな

ければならない。 

３年間の取組を終えて，今後の取組を進める上での重要な検討事項である。 
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Ⅷ 今後の取組について 

 第Ⅰ期の本事業の成果と課題を受け，その発展と解決に向け，今後もモデル校での実践事例の蓄積

と，本事業の成果を広く周知する取組が必要と考える。 

 今回のモデル校での実践は，対象児童生徒の実態とモデル校の状況等に合わせて展開されてきた。

今後もこれを基本としつつ，次期のモデル校では実践内容を焦点化して取り組んでいきたい。 

 

１ 実践事例の蓄積 

次期のモデル校での実践内容を以下のように焦点化し，第Ⅰ期の取組の課題について解決を図

る。 

表 「平成３０年度以降のモデル校と実践内容一覧」（予定） 

対  象 実 践 内 容 

通常の学級 ・ 幼稚園，小学校，教育委員会の連携体制構築 

・ ユニバーサルデザインによる授業づくり 

特別支援学級 

（複数の障害種） 

・ 幼稚園，小学校，教育委員会の連携体制構築 

・ 合理的配慮と個別の教育支援計画の理解啓発 

通級指導教室 

（中学校・高等学校） 

・ 小学校，中学校，高等学校の一貫した支援体制構築 

・ 高等学校における通級による指導の体制構築 

 

２ 「共に学ぶ教育推進フォーラム」の実施 

 第Ⅰ期の本事業の取組の成果を発表し，教員を中心に多くの教育関係者に本事業の意義につい

て理解啓発を図るために，「共に学ぶ教育推進フォーラム」を開催する。第Ⅰ期のモデル校の実践

発表や，インクルーシブ教育システム構築に関する内容での講演会を実施し，共に学ぶ教育を理

解，推進するための基盤づくりを行っていきたい。 
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お わ り に 

 

共に学ぶ教育推進モデル事業の３年間の取組のなかで，対象の児童生

徒のみならず，交流学級をはじめとする周囲の児童生徒の学びの充実や

意識の変化がもたらされ，また当該の学校だけでなく，地域を巻き込ん

だ形での教職員の意識の変革や支援スキルの向上，さらには学校及び地

域の支援システムの構築が図られてきています。いずれの学校において

も精力的に取り組んでいただけたことの成果だと考えます。 

 ただし，それぞれの学校からの報告を見ていただければお分かりのよ

うに，そこに至る具体的なアプローチは様々です。対象の児童生徒の実

態だけでなく，周囲の児童生徒の実態も異なり，また，教育リソースや

相談・支援リソースに関する地域の実情も，さらには教職員の方々も様々

であることを考えれば当然のことかと思いますが，だとすれば，この報

告書に示された様々な取組をそのまま自分たちの学校や地域で行ってい

くことは難しいかもしれません。 

 それでも，この報告書に示された様々な取組を参考に，多くの学校，

多くの地域で，それぞれの場に応じた取組を始めることが大事なことな

のだと考えます。この報告書のいずれの学校においても，最終的には一

人ひとりの教育的ニーズに応じた教育を全ての児童生徒に保障する方向

性が目指されていると思われますが，それが当たり前のこととなること

が「共に学ぶ教育」，「特別支援教育」が目指す共生社会の実現への重要

な一歩となるのだと思います。そのために，各学校・地域でのそれぞれ

の場に応じた取組を通じて，ある児童生徒への何らかの取組が必要とな

った際，その実行（実現）に向けてすぐに動き出せる体制が県内全ての

学校，地域で整えられていくことを期待いたします。 

 

平成３０年３月 

共に学ぶ教育推進モデル事業連絡会 委員長 野口 和人 

（東北大学大学院 教授） 
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事業協力学校（モデル校）・協力者一覧 

○ 事業協力学校及び関係者 

 

  学校名 校長 教頭 担任等 

1 
南三陸町立 

戸倉小学校 

山内 順(H27・28) 

菅原 佳江(H29) 
若山 洋 

佐藤 智子(H27・29) 
(特別支援教育Ｃｏ) 

山口 正浩(H28) 

2 
登米市立 

津山中学校 
熊谷 良 

菅原 浩三(H27) 

稲辺 正浩(H28) 

髙橋 和也(H29) 

佐々木 孝行 

及川 茂浩 
(教員補助) 

三塚 瞳(H27) 
(特別支援教育Ｃｏ) 

箱石 彰恵(H28・29) 
(特別支援教育Ｃｏ) 

3 
女川町立 

女川小学校 

阿部 清司(H27・28) 

千葉 英一(H29) 

青山 修司(H27) 

青木 敏彦(H28・29) 

佐藤 哲平(H27) 

安部 里美(H27) 
(特別支援教育Ｃｏ) 

佐藤 舞(H28) 

髙橋 淳子(H28) 
(特別支援教育Ｃｏ) 

木村 純子（H28） 
（教員補助） 

佐野 仁美(H29) 
(特別支援教育Ｃｏ) 

4 
石巻市立 

河南西中学校 

櫻井 正昭(H27) 

佐々木 貴子(H28・29)
山上 武久 

平塚なおみ(H27) 

中館  知(H28) 

阿部 真理(H29) 

豊原 祥子 

(H27･28 通級) 

瀬戸千恵子(H29 通級)
(特別支援教育Ｃｏ) 

5 

富谷町立 

あけの平小学校 
千葉 邦子(H27) 近藤 和夫(H27) 

金子 和也(H27) 

片桐 淳子(H27) 
 (特別支援教育Ｃｏ) 

富谷市立 

富谷第二中学校 
佐藤 博人(H28・29) 

岩山 悦郎(H28) 

後藤 正章(H29) 

結城 治郎(H28) 
 (H29 特別支援教育Ｃｏ)

藤原 祥子(H28) 
 (特別支援教育Ｃｏ) 

佐藤 賢也(H29) 

6 
岩沼市立 

岩沼南小学校 

富田 栄子(H27) 

渡辺 彰(H28) 

大森 誠志(H29) 

佐山 富城(H27・28) 

遠藤 克己(H29) 

石川 弘樹(H27) 

本郷 和貴子(H27) 

湯村 勇仁(H28・29)

髙橋 倫 
(特別支援教育Ｃｏ) 
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 掲載できませんでしたが，主幹教諭，教務主任，学年主任，副担任，交流学級担任，別障害

種の特別支援学級担任，養護教諭，支援員等の先生方，看護師の皆様，対象児童生徒の保護者

の皆様，他多くのモデル校関係の皆様に御協力いただきました。 

  

 学校名 校長 教頭 担任等 

7 
白石市立 

白石中学校 
阿部 誠 

宍戸 雅治(H27・28) 

柏  良行(H29) 

和田山あゆみ 
(特別支援教育Ｃｏ) 

8 
柴田町立 

船岡小学校 

鈴木 均(H27) 

片山 栄次(H28・29) 

村上 芳明(H27・28) 

滝野澤 俊史(H29) 

高橋 康子 
(特別支援教育Ｃｏ) 

9 
大崎市立 

岩出山小学校 

髙橋 隆志(H27) 

多田 正隆(H28・29) 

鈴木 達夫(H27・28)

鈴木 久幸(H29) 

多田 晃子(H27) 

鎌田 悠介(H28・29)

中鉢 宏子 
(特別支援教育Ｃｏ) 

10 
大崎市立 

鳴子小学校 

手代 耕司(H27) 

鈴木 眞喜夫(H28・29)

加瀬谷 知子(H27・28)

茂木 純子(H29) 

阿部 富士子(H27) 

山科 彩樹(H28) 

髙𣘺 ゆかり(H29) 

星川 真由美 
(特別支援教育Ｃｏ) 

11 
大崎市立 

川渡小学校 

櫻井 史朗(H27・28) 

堀川 達也(H29) 

狩野 博友(H27) 

渡邊 知子(H28・29) 

加藤 亜祐美(H27・28)

関 浩子(H27・29) 

上野 則子 
(特別支援教育Ｃｏ) 

12 
宮城県 

東松島高等学校 
田中 康義 

齋藤 文弘 

早坂 重行 

佐々木 文 
(特別支援教育Ｃｏ) 

阿部 一彦 
(主幹教諭： 

特別支援教育担当) 

千葉 英子 
(特別支援教育担当) 
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○ 外部専門家 

№ 役職 所属 職名 氏名 

1 委員長 東北大学大学院 教授 野口 和人 

2 戸倉小学校派遣 

外部専門家 

 

東北福祉大学 准教授 鈴田 泰子 

総合教育センター 臨床心理士 岡 里美 

宮城県立 

気仙沼支援学校 
教諭 

佐藤 牧子(H28・29） 

菊地 郁子(H28） 

菅原 友紀子(H28・29）

山岸 有(H29） 

気仙沼教育事務所 

次長 

次長 

主任主査 

伊東 毅浩(H27・28) 

齋藤 進(H29) 

須藤 雄一郎(H29) 

南三陸町教育委員会 
副参事兼指導

主事 

河原 正樹(H27・28） 

昆野 光行(H29） 

3 津山中学校派遣 

外部専門家 

 

 

宮城教育大学 講師 寺本 淳志 

栗原市立 

栗原中央病院 

主任作業療法士

作業療法士 

金澤 聡(H27・28） 

鈴木 里咲(H29） 

宮城県立船岡支援学校 教諭 綱川 若奈 

東部教育事務所 

登米地域事務所 

次長 

副参事 

次長 

次長 

菊池 晃子(H27） 

佐々木 利佳子(H28） 

三浦 祐子(H28） 

稲辺 正浩(H29） 

登米市教育委員会 

教育部学校教育課 

活き生き学校支援室 

室長 

主任指導主事 

菊 祐二郎(H27・28） 

菅原 栄夫(H29） 

4 女川小学校派遣 

外部専門家 

 

宮城教育大学 教授 菅井 裕行 

医療法人社団仁明会 

齋藤病院 
理学療法士 遠藤 しおみ 

宮城県立支援学校 

女川高等学園 
教諭 中村 陽子(H28・29） 

東部教育事務所 
主幹 

次長 

千葉 博彦(H27） 

菊地 康司(H28・29） 

女川町教育委員会 

課長補佐兼学務

係長 

参事兼指導主事

佐藤 徳子(H27) 

 

永野 孝雄(H28・29) 
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5 河南西中学校派遣 

外部専門家 

 

宮城教育大学 准教授 植木田 潤 

樋口心理臨床オフィス 臨床心理士 樋口 広思 

宮城県立石巻支援学校 教諭 須田 幸子(H28・29） 

東部教育事務所 
主幹 

次長 

千葉 博彦(H27） 

菊地 康司(H28・29） 

石巻市教育委員会 指導主事 
三浦 由美(H27） 

小出 太(H28・29） 

6 富谷町立あけの平小

学校・富谷第二中学

校派遣 

外部専門家 

宮城教育大学 教授 菅井 裕行 

公立黒川病院 小児科医 岩城 利充 

宮城県立聴覚支援学校 教諭 
奥田 真由美 

南條  道也 

仙台教育事務所 

次長 

主幹 

次長 

神田 裕樹(H27） 

西城 祐子(H28） 

樋川 研吾(H29） 

富谷市教育委員会 
学校教育 

課長 

齋藤 卓也(H27・28） 

佐藤 英樹(H29） 

7 岩沼南小学校派遣 

外部専門家 

東北福祉大学 教授 庭野 賀津子 

総合教育センター 
主幹 

主幹 

渡邊 知子(H27） 

遠藤 孝子(H28・29） 

宮城県立名取支援学校 主幹教諭 松平 幸子 

仙台教育事務所 

次長 

主幹 

次長 

神田 裕樹(H27） 

西城 祐子(H28） 

樋川 研吾(H29） 

岩沼市教育委員会 

副参事(兼） 

指導主事 

教育指導専門監

宮本 利浩(H27・28） 

白鳥 修(H29） 

山内 紀子(H29） 

8 白石中学校派遣 

外部専門家 

 

仙台大学 教授 渡邊 康男 

(株)アムス療育・研修

センター 

専務取締役・臨床心

理士 
猪又 初恵 

宮城県立角田支援学校

白石校 
教諭 中山 秀 

大河原教育事務所 主幹 斎藤 友弘(Ｈ28･29） 

白石市教育委員会 
理事兼教育専門監

主幹兼学務係長 

齊藤 直 

佐藤 良子 

9 船岡小学校派遣 

外部専門家 

仙台大学 教授 渡邊 康男 

五十嵐小児科 臨床心理士 早川 典子 

宮城県立船岡支援学校 教諭 綱川 若奈 

大河原教育事務所 主幹 斎藤 友弘(Ｈ28･29） 

柴田町教育委員会 
主事 

主幹 

岡山 卓矢(H27） 

杉本 龍司(H28・29） 
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10 大崎西地区派遣 

外部専門家 

 

東北福祉大学 准教授 黄 淵熙 

医療法人五十嵐小児科 臨床心理士 西澤 由佳子 

総合教育センター 次長(指導主事) 佐藤 瑞恵(H27） 

宮城県立古川支援学校 
教諭 

教諭 

漢人 みち(H27） 

佐々木 早智恵(H28・29）

北部教育事務所 

次長(指導主事）

主幹(指導主事）

次長(指導主事）

清水 祐子(H27） 

和田 祐子(H28） 

成瀬 陽子(H28・29） 

大崎市教育委員会 
指導主事 

指導主事 

滝野澤 俊史(H27） 

加勢 幸美(H28･29） 

11 東松島高等学校派遣 

外部専門家 

東北福祉大学 教授 大西 孝志(H29） 

宮城県立石巻支援学校 教諭 須田 幸子(H29） 

宮城県立光明支援学校 教諭 増山 裕子(H29） 

 

○ 宮城県教育庁特別支援教育室関係 

室  長 教育指導班長・指導主事 担当指導主事 

門脇 恵(H27･28） 

目黒 洋(H29） 

田嶋 容一(H27） 

千葉 道夫(H28） 

三浦 由美(H29） 

伊澤 和人(H27･28･29） 

片岡 明恵(H27･28） 

茂木 純子(H27･28） 

浅野 高宏(H29） 

遠藤 浩一(H29） 

 

※ 本成果報告書は「宮城県教育庁特別支援教育室」のホームページに掲載します。 

その際，各モデル校からの提出された資料を一緒に掲載します。 

○ 特別支援教育室ＵＲＬ http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tokusi/ 

○ 資料一覧 

・ 【河南西中】資料① 気になる子チェック 個別の教育支援計画 

・ 【岩沼南小】資料① Ｈ２８・２９取組の詳細（○さんの合理的配慮とその評価） 

・ 【岩沼南小】資料② Ｈ２８・２９取組の詳細（交流学級児童に「共に学ぶ」素地であるコミュニ

ケーションスキルを育成するために） 

・ 【岩出山小・鳴子小・川渡小】資料① 通常の学級に在籍する配慮を要する児童の指導の流れ 

・ 【岩出山小・鳴子小・川渡小】資料② 支援記録シート 合理的配慮シート 

・ 【岩出山小・鳴子小・川渡小】資料③ 個別の教育支援計画 No.2 個別の指導計画 

・ 【岩出山小・鳴子小・川渡小】資料④ 連携協議会 

・ 【岩出山小・鳴子小・川渡小】資料⑤ 引き継ぎについて 
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